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県立音楽堂の新たな役職の設置について 

 

 県立音楽堂では、4月29日付で新たな役職を設置し、これまで洋楽監督、

邦楽監督として貢献いただいてきた、池辺晋一郎氏と野村萬斎氏に就任い

ただきます。 

 

１．設置の趣旨 
 

県立音楽堂開館時に、自主事業のジャンル分けに対応して、洋楽・邦

楽の監督を設置してきたところであるが、和洋のコラボレーションや創

造的な公演が充実してきたことを踏まえ、国民文化祭のレガシーとして、

県立音楽堂事業のより一層の充実を図り、国際的な発信力も強化するた

め、新たな役職を設置 

 

２．職・氏名 
 

○エグゼクティブ・ミュージック・ディレクター 

池辺 晋一郎 氏（H16～洋楽監督） 
   

＜役割＞洋楽にとどまらず、音楽事業全般に対し、高い視点から 

    ご指導いただく 
 

   ○アーティスティック・クリエイティブ・ディレクター 

     野村 萬斎 氏（R3～邦楽監督） 
 

   ＜役割＞多彩なジャンルにおける自由で創造的な事業の企画に 

携わっていただく 

 

３．委嘱状の交付 
 

池辺氏には29日のガルガンチュア音楽祭オープニングセレモニー 

で知事から交付 
 

萬斎氏には今後公演などで来県されるタイミングで交付予定 


